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タスク・シフティング等勤務環境改善推進事業（重点実施医療機関）公募要領 

 

１ 背景 

働き方改革実行計画（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）等を踏まえ、「医

師の働き方改革に関する検討会」において、平成31年3月までに結論を得るべく医師の

労働時間短縮・勤務環境改善策等について議論された。同検討会の「中間的な論点整

理」（平成30年2月27日）において、医師の実施している業務の中には他職種へのタス

ク・シフティング（業務の移管）が可能な業務も一定程度あるという意見があり、医師

事務作業補助者等事務職へのタスク・シフティング、看護職員へのタスク・シフティン

グ、薬剤師による病棟での服薬指導等の推進などが必要であるとされている。  

 

また、「中間的な論点整理」の中ではほかにも複数主治医制への移行等業務の共同

化、ICTを活用した勤務環境改善策が挙げられており、厚生労働省においてもそれらの

取り組みの促進を図ることを目指すこととしている。 

 

これらのことを背景に、医療従事者の勤務環境改善の必要性が特に高い医療機関の自

主的な取組を支援するため、２の事業を実施することとした。 

 

今般、２の事業を実施する医療機関を選定するために、以下の要領で勤務環境改善推

進事業（重点実施医療機関）の公募を行う。 

 

 

交付スキーム  

 

 厚 生 労 働 省  

（申請）↑   ↓（補助） 補助率：定率（１／２）  

 勤務環境改善推進事業重点実施医療機関  

  



２ 事業内容 

「タスク・シフティング等勤務環境改善推進事業実施要綱」第２に定める内容。 

 

３ 補助事業者に関する諸条件 

補助事業者へ応募する者は、次の条件を全て満たす医療機関であることとする。  

① 以下のいずれかに該当する医療機関であること。 

(a) 三次救急医療機関 

(b) 二次救急医療機関かつ「年間救急車受け入れ台数1,000台以上又は年間での

夜間・救急・時 間外入院件数500件以上」かつ「医療計画において５疾病５

事業の確保のために必要な役割を担うと位置づけられた医療機関」 

② ４００床以上の病床を有する医療機関であること。 

③ 本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等に関する管理能力を有する

こと。  

④ ２の事業を行う能力・組織体制を有すること。  

⑤ 厚生労働省等から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受け

ている期間中でないこと。  

⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。  

 

４ 補助事業者の選定にあたっての評価  

（１）評価の方法  

補助事業者の採択については、医政局医療経営支援課において、上記「３ 補助

事業者に関する諸条件」に該当することを確認した後、企画書等を評価する。企画

書等の内容について書類評価及び必要に応じてヒアリングを行い、それらの評価結

果に基づき、補助事業者を５者程度選定する。  

評価は非公開で行い、その経緯は通知しない。また、問い合わせにも応じられな

い。なお、提出された企画書等の資料は返却しない。 

 

（２）評価の手順  

評価は、以下の手順により実施される。  

① 形式評価  

補助事業者へ応募する医療機関について、応募条件への適合性について評価

する。なお、応募の条件を満たしていないものについては、以降の評価の対象

から除外される。  

② 書面評価  

提出企画書等の内容を中心に書面評価を実施する。  

③ ヒアリング  



必要に応じて、申請者（代理も可能とする。）に対して、ヒアリングを実施

する。 なお、ヒアリングに出席しなかった場合は辞退したものと見なす。  

④ 最終評価  

書面評価及びヒアリングにおける評価を踏まえ、最終的に実施医療機関を選

定する。  

（ア）評価の観点  

① 事業を遂行するために必要な根拠（人員、経験、設備、資金）が示され

ているか。  

② 事業を的確に遂行するために必要な経営基盤を有し、資金の管理能力が

あるか。  

③ 事業計画が事業目的に合致し、他の医療機関においても取り組むことが

可能であるか。 

④ 事業計画が医師の勤務環境改善を図るために効果的なものとなっている

か。  

⑤ 事業開始後は安定的かつ効果的に事業を実施できるか（経験・能力・体

制等）。  

（イ）評価結果の通知  

評価の結果については、最終評価後速やかに補助事業者に応募した医療機関

に対して通知する予定である。 

なお、補助金については、補助事業者選定の通知後に必要な手続きを経て、

正式に交付決定される。 

 

（３）本事業に係る補助金の交付について  

本事業に係る補助金の交付については、「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基

盤整備事業費補助金交付要綱」により行う。 

○補助対象経費 職員基本給、職員諸手当、社会保険料、非常勤職員手当、諸謝金、

旅費、研修受講料、備品費、借料及び損料、委託費（効果的実施

に係る専門的有識者への相談や効果の測定に関するもの） 

○補 助 金 額 事業に要する経費の１／２（上限は１者あたり 10,000 千円） 

 

（４）応募方法等  

（ア）企画書の作成及び提出  

「タスク・シフティング等勤務環境改善推進事業（重点実施医療機関）企画

書」を作成し、必要部数を以下の提出期間内に提出のこと。  

企画書には以下の項目及び公募要領に示されている評価の観点を盛り込み、



様式は任意だが、記入漏れ等無いようにすること。  

① 本事業を実施する組織体制（責任者等）  

② 令和元年度における実施スケジュールと実施内容（具体的なもの）  

③ 事業に係る費用積算（別紙様式1）…類似様式でも可  

④ 現在取り組んでいる医療従事者の勤務環境改善策 

（イ）応募方法  

① 提出期間  

令和元年６月１１日（火）から令和元年７月５日（金）１７時（必着）  

② 提出先  

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2  

厚生労働省医政局医療経営支援課医療勤務環境改善推進室 あて  

※ 郵送の場合、封筒の宛名面には、「タスク・シフティング等勤務

環境改善推進事業（重点実施医療機関）」と朱書きにより、明記。  

③ 提出書類  

以下の書類を8部提出のこと。 ((d)、(e)は原本一部、他コピーでも可) 

(a) 「タスク・シフティング等勤務環境改善推進事業（重点実施医療

機関）企画書」  

(b) 医療機関の概要（病床数や職種ごとの職員数等）  

(c) 医療機関の直近決算年度の財務諸表(写)  

（法人格を有する場合は法人全体の財務諸表と、該当医療機関の

財務諸表の両方） 

(d) 自己申告書(別紙様式2) 

(e) 誓約書(別紙様式3) 

(f) その他必要な資料  

④ 本件に関する問合せ先  

厚生労働省医政局医療経営支援課医療勤務環境改善推進室 

Tel：03-5253-1111（内線2671） 担当：星野 、Fax：03-3595-2261  

⑤ その他  

評価の段階で必要に応じて企画書等を電子媒体で提出するよう依頼する

こともある。 

  

以上 

 


